
共同処理センター事務に関する協定変更協定書 

池田市、箕面市、豊能町及び能勢町が、平成２３年９月２８日付けで締結した

共同処理センター事務に関する協定について、次のとおり変更する協定を締結す

る。 

１ 別表１０の項及び１３の項中「広域環境保全課」を「広域風致緑政課」に改

める。 

２ 別表１４の項から１７の項までの項中「広域まちづくり課」を「広域指導

課」に改める。 

３ 別表に次の項を加える。 

55 児童福祉 

認定こども園（幼保連携型・

幼稚園型・保育所型・地方裁

量型）の認可・認定等

池田市、箕面市 箕面市
広域幼児育成

課 

箕 面 市 役 所

内 

この協定の締結を証するため、本書を４通作成し、記名押印の上、各自１通を

保有する。 

平成２８年(２０１６年)４月１日 

池田市城南一丁目１番１号 

 池田市 

池田市長 倉 田   薫 

箕面市西小路四丁目６番１号 

 箕面市 

箕面市長 倉 田  哲 郎 

豊能郡豊能町余野４１４番地の１ 

 豊能町 

豊能町長 田 中  龍 一 

豊能郡能勢町宿野２８番地 

 能勢町 

能勢町長 山 口   禎 


